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外部指導者について（中体連）
＜登録規定＞

・年間を通じて継続的に指導を行える者とする。

・教育計画に指導体制として記載されている。

・生徒に対しての教育的配慮が十分になされている。

・顧問との考え方が同じであり、同一歩調が望める者とする。

＊外部指導者を入れることで競技力が向上するが、指導者間での指導方法の行き違いにより、

運営面で支障をきたすのであれば認められない。

・同一人が複数校の外部指導者（コーチ）にはなれない。

・年度途中にやむを得ない事情で外部指導者を導入する場合は、決定次第中体連に連絡する。

＜ベンチ入りについて＞

・鳥羽志摩中体連が承認した者（学校長の承認も含む）であり、当該校において、継続的に指導

をしている者とする。

・中体連の各大会で複数人ベンチ入りを考えているのであれば、それに該当する外部指導者全

員の登録を年度始めに行っておくこと。

・生徒に対しての教育的配慮がなされているものとする。それに反した行い等が認めらる場合

は、大会長、派遣理事、専門部で協議した上で、ベンチから出てもらう場合もある。


